
1．	はじめに

経済の急速なグローバル化に伴い，税負担額を軽減する
ために外国の多様な事業体（business entity）を使用する
国際的租税回避行為が行われるようになった。外国法人，
リミテッド・ライアビリティー・カンパニー（Limited 
Liability Company:以下，「LLC」という。）などの法人格
を有する事業体や民法上の任意組合，リミテッド・ライア
ビ リ テ ィ ー・ パ ー ト ナ ー シ ッ プ（Limited Liability 
Partnership:以下，「LLP」という。）など組合契約に基づ

く組合形式の事業体では，課税方法は異なる。
事業体が法人格を有する場合には，法人実在説，実体ア

プローチに基づき法人自体が課税主体となり，法人所得税
が課される。他方，組合方式による場合は，法人擬制説，
集合アプローチに基づき，組合本体が課税されるのではな
く，組合損益は出資者に分配され，出資者の時点で課税さ
れる仕組みとなっている。課税上の問題点となるのは，組
合形態であれば構成員課税（Pass-through taxation）が適
用される組合員課税の取扱いである。出資者が受け取った
損益分配が，組合の事業内容により受け取った組合員の所
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得が不動産所得，事業所得などの所得区分に属すると他の
所得との損益通算が可能となる。その結果，個人組合員の
損益通算制度を利用することによって，税負担額の軽減が
可能となる。

我が国に進出する外国企業に関わる課税制度について
は，中西（2014）により，全世界所得方式と国外所得免除
方式との税負担額の相違，法人形態と組合形態との税負担
額の相違を我が国の法人税率を基に検証を行った。近年の
動向を見ると，外国事業体の中には，法人格を有するのか
組合形態なのか外形的に判断することが困難なものが多く
見受けられる。我が国と外国との法制度の違いを利用し，
外国事業体を租税回避行為1のtool（道具）として使う傾
向がある。このように，自国と外国との税制の違い（法人
か組合か）を利用したハイブリッド・ミスマッチ取引を使
用した国際的租税回避行為は，BEPS（税源浸食と利益移
転）2行動計画2に盛り込まれたように世界的な流れとなっ
ている。本稿では，外国事業体の我が国での課税制度を総
覧し，問題点を提起したうえで2件の判例解釈を中心に我
が国の法人概念とLPSなどの外国事業体との法的概念の
考察を行うものである。今回，題材とした最高裁判例は外
国事業体の法人格該当性判断基準に関するメルクマール

（Merkmal）として挙げられるものである。
本稿では，2章で法人の定義，借用概念について確認す

る。3章で事業体の課税制度を概観し，4章で事業体の組
合損益分配と構成員課税との関係を検証する。次に，5章，
6章で2つの判例解釈を通じてLPSの法人格該当性を検討
する。具体的には，5章で，平成26年2月5日東京高裁判
決，タックス・ヘイブン（以下「TH」という。）のバミュ
ーダLPSにおける我が国の税法上の法人該当性を判例解
釈する。6章で，平成27年7月17日最高裁判決，米国デラ
ウェア州のリミテッド・パートナーズ（以下，「LPS」と
いう。）の我が国の租税法上の法人該当性に係る判決を通
じて法人該当性とは何かを検討する。「おわりに」では，
これらの2件の判例が外国事業体課税に与える影響を模索
し，前章までの考察に基づく外国事業体上の課税問題を論
じ，今後の課題を総括する。

2．	法人の定義

我が国の法人税法上の納税義務者は，内国法人，外国法

人，人格のない社団等，公益法人等であると規定している
（法人税法4条）。外国法人とは，内国法人以外の法人と規
定しているに過ぎない（法人税法2条4号）。金子宏先生に
よると，租税法の概念には，①借用概念と②固有概念の2
種類がある。①借用概念とは，他の法分野で用いられてい
る概念であり，他の法分野から借用するという意味で借用
概念と呼んでいる。借用概念には，他の法分野で用いられ
ているのと同じ意義に解釈すべきか，徴収確保ないし公平
負担の観点から異なる意義に解釈すべきかの問題点があ
る。我が国では，いくつかの見解（統一説・独立説・目的
適合説）が対立しているが，借用概念は他の法分野と同じ
意義に解釈するのが，租税法律主義＝法的安定性の要請に
合致している。②固定概念とは，他の法分野で用いられて
おらず，租税法が独自に用いている概念である3。

従って，法人の定義は法人税法に規定されたものではな
く，民法33条に規定された借用概念であるため，租税法上
の法人の概念も民法の規定と同意義と考えられる。我が国
で事業活動を行う外国事業体自体が，法人格を有するか法
人格を有しない組合形態かは課税上，構成員課税を認識す
る重要な指標である。それは，外国事業体が法人格を有す
るか組合形態かによって，事業体損益を受け取った出資者
の所得区分が変わり，税額が大きく変わることに起因
する。

3.	 事業体の課税制度

外国資本などが出資する事業体には，外国子会社などの
法人形態と民法上の任意組合，商法上の匿名組合などの組
合形態との大きく2つの組織形態がある。さらに，事業体
には，①任意組合を始めとする国内法で設立された国内事
業体と②米国のLLC，LLPなど外国で設立された外国事
業体がある。

事業体が外国法人である場合の税負担額は，本店所在地
国の課税計算方法及び恒久的施設（以下，「PE」と言う。）
の有無によって異なる。また，事業体が我が国に不動産投
資を行う場合，組合や信託は我が国では不動産の登記をす
ることができないため，不動産の所有権名義を個人又は法
人としている。例えば，豪州で多く使用されている信託

（trust）や不動産信託のような受益者課税信託に該当する
場合には，毎期の損益分配の段階で受益者等に課税さ
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1  Sholes et al. (2009)によると，「租税回避行為とは，税制の不確定性，曖昧さを利用することによって税負担を極端に軽減するこ
と」を意味する。

2 OECDが多国間の国際的租税回避防止のために設けたプロジェクトであり，BEPSはBase Erosion and Profit Shiftingの略称で
ある。

3 金子宏『租税法（第20版）』117頁（弘文堂 2015年4月）。



れる。
外国事業体が我が国へ進出する形態として，外国法人と

いう法人形態と組合形態による出資者に利益配分される場
合では，出資者の税負担額が異なるため，外国事業体の経
済行動に大きな影響力を及ぼしている。

外国事業体の税制上の取扱いを区分すると，①外国事業
体が自ら事業活動を行う場合と②国内の納税者（法人，個
人）が外国事業体に出資している場合がある。最高裁判決
のLPSの事例は後者②に該当するが，前者①の租税の仕
組みを概観し，その上で後者の課税制度の仕組みを述べる
こととする。

（1）		事業体の税制上の取扱い
外国法人が我が国で商品販売業などの事業活動を行う場

合には，支店などのPEを設けると我が国の内国法人と同
様に国内源泉所得には法人税が課される。すなわち，国内
のPEの有無によって，国内源泉所得の課税が判断され，
たとえ外国法人が国内での経済活動により国内源泉所得を
得たとしても我が国での法人税は課されない。その結果，
外国法人の我が国での課税上の判断基準はPEの有無によ
ると言える。例えば，外国インターネット取引業者である
米国法人Amazonは我が国を含め多くの国でPEを設置し
ていないため，国内源泉所得に係る法人税が課されない仕
組みとなっている。

これに対して，我が国で不動産投資，金融投資などの資
本所得を得る場合には，法人形態を取らないで外国の組合
形態を取る場合が多い。国内事業体では，民法上の任意組
合，有限責任事業組合などの組合には構成員課税（Pass-
through taxation）が適用され，特定目的会社，投資法人
はペイスルー課税 （Pay-through taxation）4が適用される。
また，外国人投資家が租税回避行為に利用する事業体に
は，上記の他商法上の匿名組合がある。これらの事業体は
数度の税制改正を経て租税回避防止の対策がなされ，近年
は国内事業体よりも外国の事業体を使う傾向にある。

次に，組合形態に課税される構成員課税について，匿名

組合の具体例を使用して課税の仕組みを確認する（図1）。
匿名組合本体は法律行為の当事者とはならず組合財産を

有しないため，法人税は課されないが，実際の事業活動を
行う営業者が法人である場合には，組合損益を除いた部分
は法人税の課税対象となる。従って，組合の配分割合に応
じて出資者に配分された利益に対して源泉所得税率20.42
％が出資者の納税地で課税される。

世界的な法人税率下げの傾向からみると，源泉所得税率
20.42％は法人税率に比べ決して低い税率ではないため，
外国企業など外国人投資家の視点からはこの源泉所得税率
以上の投資収益が見込まれなければ，他の事業体へ変更す
ることや我が国への投資を止めることになる。また，消費
税についても，事業体営業者は，内国法人同様に2年間課
税事業者とならないため，我が国から2年以内に事業撤退
すれば，消費税は課されないことになる。

中西（2014）によると，現在の我が国の高い法人税率を
前提にすれば，所在地国が全世界所得方式と国外所得免除
方式のいずれを採用していても，構成員課税を採用する方
が法人課税に比べて，納税者の税負担額の軽減を図れるこ
とが検証されている。それは我が国の法人税率が源泉所得
税率よりも高いことに起因している。さらに，オランダの
租税条約は匿名組合員に対する特典条項を定めており，源
泉所得税も免除対象であった。このように，構成員課税や
租税条約の特典条項を活用することによって，外国事業体
の税負担額を意図的に軽減することが可能となる。

（2）		出資者の税制上の取扱い
事業体が法人格を有するか組合形態かによって，損益分

配金を受け取る出資者の税務処理は異なる。
①  出資者が法人の場合，事業体が法人格を有していても

組合形態であっても損益分配金は益金として算入され
る。利益分配時の源泉所得税額は税額控除の対象とな
る。ただし，法人が外国子会社に該当する場合には外国
子会社配当益金不算入制度が適用され，源泉所得税額は
税額控除の対象とはならない。

②  出資者が個人の場合，事業体からの損益分配を受け取
った時は次の取り扱いとなる。
ⅰ）事業体が法人格を有する場合は，事業体の損益分配

は配当所得として認識される。国内事業体からの配当
に係る源泉所得税は税額控除され，外国事業体からの
配当に係る源泉所得税額は外国税額控除の対象と
なる。

ⅱ）事業体が組合形態である場合は，事業体の事業内容
によって所得区分が決定される。着目すべき点は，損
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4  一定の要件を条件に，支払配当の損金算入を認める課税方法である。

図1 匿名組合の課税関係
消費税2年間非課税

（出所）商法535条，法基通14－1－3等より筆者作成。

匿名組合
不動産売買 

出資者 出資者  出資者 

（TK）

利益分配に対して源泉課税20.42％



益分配が事業所得，不動産所得などに区分される場合
は他の所得との損益通算が認められる点である。国際
的租税回避行為のtoolとして，外国事業体を使用する
のは構成員課税を通して損益通算することが目的であ
る。従って，外国事業体は法人格を有するのではな
く，組合形態であることが出資者にとって課税上望ま
しい。このような税環境の下，平成27年7月17日最高
裁判決が課税上重要な意味を持つことになる。

4．	組合損益分配と構成員課税

国内事業体の中には，民法667条に基づく任意組合や商
法に基づく匿名組合のように法人格を有しない組合形態が
ある。組合は組合財産を共有しており，組合事業は共同で
行うものである。組合が組合貸借対照表や損益計算書を作
成しても，組合財産は組合員共有であるため，組合の財産
や損益にはならない。組合財産が共有のため，組合事業に
よって発生した組合損益は組合で定められた方法により組
合員に分配される（民法674条）。

（1）	組合の損益分配方法
組合の計算期間において，計算した損益を組合員に分配

することを損益分配という。組合員への損益分配の割合
は，必ずしも出資割合に応じて行われるわけではなく，組
合独自で決められた分配割合によるものである。組合損益
は各組合員に帰属することによって，組合員の所得として
課税される。この場合，組合本体に課税されるのではな
く，その組合を構成する組合員が損益に帰属主体となり，
所得税（法人税）が課されることを構成員課税という。組
合員への損益分配割合は，組合の任意の方法により組合の
利益額または損失額をベースに決められる。ただし，分配
割合には各組合員の出資状況，組合事業への寄与の状況な
どから経済的合理性が認められる（所基通36・37－共19）。

組合が決定した分配損益を組合員へ配分する際に，組合
員の認識方法には①総額法，②中間法，③純額法の3つの
方法がある。
①  純額法（グロス計算）

組合事業の収入金額，支出金額，資産，負債等の金額
を分配割合に応じて各組合員に配分する計算方法で
ある。

②  中間方式（グロス計算とネット計算の中間）
組合事業の収入金額，収入に係る原価の額，費用の額

及び損失の額を分配割合に応じて各組合員に配分する計
算方法である。この方法による場合，引当金の組入れ，
準備金の積立ての規定の適用はない。

③  純額方式（ネット計算）
組合事業の利益金額又は損失金額をその分配割合に応

じて各組合員に配分又は負担させる計算方法である。こ
の方法による場合，受取配当等の益金不参入，所得税額
控除，引当金の繰り入れ，準備金の積立て等の規定の適
用はない。
法人税法，所得税法とも，上記の3つの計算方法を認め

ているが，若干規定が異なる。法人税法では，原則，総額
法とするが，多額の減価償却費の前倒し計上などの弊害が
ない限り，中間法，純額法を継続して適用することを認め
ている（法人税基本通達14－1－2）。これは，航空機，映
画フィルムなどの巨額の固定資産に対して多額の減価償却
費用を前倒計上する租税回避行為を封じたものである。さ
らに，法人税法では損失の損金算入規定があり，法人組合
員が特定組合員に該当し，かつ，組合事業に係る債務弁済
限度額が組合財産の価額とされている場合には，出資価額
を基礎とした計算金額を超える部分は損金の額に算入され
ない規定が盛り込まれている。赤字の組合からの多額の損
失金を損益分配されないようにとの防止規定である。

一方，所得税法も原則，総額法としているが総額法の計
算が困難であり，かつ継続して中間法，純額法を適用する
場合のみ適用可能としている（所得税基本通達36・37共－
20）。所得税法においては総額法を原則として，技術的に
総額法による計算方法が困難である場合は，中間法，純額
法のいずれの方法も認めている。

法人組合員，個人組合員とも損益分配の認識方法とし
て，総額法，中間法，純額法の3つの計算方法を規定して
いるが，租税回避を防止するために原則，総額法を適用
し，総額法を適用することに技術的困難性がある場合など
例外的な措置として中間法，純額法の継続適用を前提に認
めていると考えられる。

（2）	構成員課税の仕組み
組合形態が租税回避行為のtoolとして，使われるように

なったのは，組合本体が課税されるのではなく，組合損益
が組合員の所得として帰属される構成員課税が適用される
ためである。当初は国内の事業体である民法上の任意組
合，商法上の匿名組合に外資が着目し，それらの組合を利
用した映画フィルム事件や航空機リース事件などの節税商
品が開発された。その後，裁判を契機に税制改正が行わ
れ，これらの組合を使った節税商品の防止策が規定され
た。その結果，租税回避行為に使われる事業体は国内から
外国の事業体に移行した。

外国事業体のうち，租税回避によく使用される米国の
LLC，LLP，LPSを取り上げ，その制度を確認する。
①  LLC と は， 米 国 各 州 が 制 定 す る LLC 法（Limited 
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Liability Company Act）に基づいて設立される事業体
である。LLCは税務上，法人と類似の性格であり，法
人課税と構成員課税の何れかを選択可能である。我が国
で法人格を有するかどうかについて，国税庁の見解は，
平成19年5月16日さいたま地判及び平成19年10月10日東
京高判を受けて，LLCは米国で法人課税か構成員課税
の何れの選択を行っていても，原則，我が国の租税法上
法人格を有すると示した。その際の判断基準として，
ⅰ）LLCは商行為をなす目的で米国の各州のLLC法に
準拠して設立された事業体であること。ⅱ）事業体の設
立に伴い，その商号等の登録（登記）等が行われるこ
と。ⅲ）事業体自らが訴訟の当事者等になるなど法的主
体として認められること。ⅳ）統一LLC法において，

「LLCは構成員と別個の法的主体（a legal entity）であ
る。」，「LLCは事業活動を行うための必要かつ十分な個
人と同等の権利能力を有する。」と規定されていること
を挙げている5。

②  LLP と は， 米 国 各 州 が 制 定 す る LLP 法（Limited 
Liability Partnership Act）に基づいて設立される事業
体である。所有者の責任は原則，有限であり，訴訟の当
事者になる場合は無限責任となる。税制上，構成員課税
が適用され，我が国でも任意組合契約と同様に取り扱わ
れている。

なお，我が国では，2005年に海外のLLPを模した有
限責任事業組合（日本版LLP）が有限責任組合契約に関
する法律により創設された。個人や法人が共同で行うこ
とや構成員課税が適用されるなど経済活性化のために特
典が盛り込まれたが，あまり普及されていない。

③  LPSとは，米国各州法に基づいて設立される事業体で
ある。無限責任を負うジェネラル・パートナーと有限責
任のリミテッド・パートナーから構成される。判例の関
係上，デラウェア州法により設立したLPSについて確
認すると，LPS契約のみでは成立せず，LPS証書を州政
府に提出することが必要である。パートナーシップ存在
証明書及びパートナーシップ契約に別段の定めがない限
り，パートナーシップ（組合）はパートナー（組合員）
とは区別される法律主体（separate legal entity）であ
る。また，パートナーシップの名で訴訟の当事者となる
ことから，LPSはLLCとLLPの中間的な組織体として
の意味合いが強いため，法人と組合の判断が困難で
ある。

5．	バミューダLPS事件の争点

最高裁デラウェアLPS事件以前に判示された外国LPS
の法人格該当性についての訴訟事件（平成26年2月5日東
京高裁，平成24『行コ』第345号）を紹介し，外国LPSの
法人格に対する司法の見解を考察する。

平成24年8月30日東京地裁でバミューダLPSは法人では
ないと判決がなされ，二審の東京高裁においても一審の判
断が維持され，納税者勝訴となった。その後，国側は上告
を申し立てたが，最高裁で不受理決定がなされた。

（1）	事件の概要
バミューダLPSについて，法人格を有すると判断し，

国内源泉所得に対して課税庁側が課税処分を行った事案で
ある。当該事案はアイルランド匿名組合が日本国内の営業
者との間で匿名組合契約を締結し，国内の匿名組合営業者
が日本の不動産等の投資を行い，その利益分配の99％がア
イルランド匿名組合を通じてバミューダLPSが受け取り，
当該利益分配を国内源泉所得として法人税の課税処分が行
われた。納税者は同課税処分を不服として処分の取消しを
提訴した事件である。

（2）	平成26年2月5日東京高裁判決
一審の東京地裁に引き続き，バミューダLPSが我が国

租税法上の法人格を有するか（法人税法2条4号の「外国
法人」に該当し，同法4条3項により法人税の納税義務を
負う）否かが争点となった。

判旨は，英国領バミューダ諸島の法律（バミューダ法）
に基づき，無限責任を負うジェネラル・パートナー及び出
資金を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナー
から組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシ
ップ（LPS）につき，外国の法令に準拠し組成された事業
体が我が国租税法上の法人に該当するか否かについて，次
の根拠に基づき判断を行っている。

外国事業体が法人格を有するか否かは，諸外国の法制，
法体系の多様性などを考慮し，①諸外国の法令の規定内容
を形式的に見た場合，法人とする旨の規定が置かれている
かどうかという点に加えて，②当該事業体を外国の法令が
規定するその設立，組織，運営及び管理等の内容に着目し
て経済的，実質的に見れば，明らかに我が国の法人として
損益の帰属主体として設立が認められたかを検討すべきで
ある。その結果，当該事業体は我が国租税法上の法人とは
成りえないとの判断を行っている。
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5  国税庁HP「米国LLCに係る税務上の取扱い」　https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/31/03.htm（平
成27年12月28日確認）



すなわち，外国事業体が①外国の法令に法人として規定
されていること（形式基準），さらに，②外国の法令に規
定するその設立，組織，運営及び管理等の内容に着目して
経済的，実質的に見ても，明らかに我が国の法人と同様に
損益の帰属する主体として認められるべきかどうか（実質
基準）によって，法人該当性の判断を行うこととなった。

6．	デラウェアLPS事件の争点

米国において，デラウェア州は企業に税制上の優遇策を
施すことで有名な州である。デラウェア州に認可された
LPSが，我が国において，国際的な租税回避行為の事業体
として使用されるのは不思議なことではない。本章では，
デラウェア州LPS（以下，「本件LPS」という。）を組合形
態と認識し，構成員課税を行い，組合損益を不動産所得と
して損益通算していた税務申告を課税庁側が処分した事例
を取り上げる。同様の裁判事例が多数あるが，平成27年7
月17日最高裁判例が大きなメルクマールとなるため，同判
例におけるデラウェア州LPSの法人格該当性を考察する。

同判例は，平成23年12月14日名古屋地裁（平成19年「行
ウ」50），平成25年1月24日名古屋高裁（平成24年「行コ」
8）ともに本件LPSの法人該当性を否定したものであるが，
最高裁では本件LPSの法人該当性を肯定し，控訴審であ
る名古屋高裁判決が破棄された。同様の訴訟が，東京高裁
及び大阪高裁に地裁より控訴され，それぞれ本件LPSは
租税法上の法人該当性が認められた。こうした状況で，最
高裁判決は本件LPSの法人該当性の根拠として大きな影
響を与えるものとなった。

（1）	事件の概要
本件は，我が国の複数の納税者（出資者）が，外国信託

銀行との間で信託契約を締結し，同銀行が他の出資者とと
もに本件LPSを組成し，米国内で不動産を取得し不動産
貸付業を行っていたものである。米国不動産貸付業による
損益は，出資者へ構成員課税が適用され，不動産所得とし
て認識され，他の所得との損益通算を行い，所得税申告を
行っていた。これに対して，課税庁側は本件LPSが外国
法人であるため，分配された損益は配当所得であり，不動
産所得として損益通算したことは認められないとした。納
税者側が課税処分を不服として処分の取消しを提訴した事
件である。

（2）	平成25年1月24日名古屋高裁判決
名古屋高裁では名古屋地裁判決を維持し，本件LPSの

法人該当性を否定した。その根拠として，本件LPSはデ
ラウェア州LPS法に基づき，損益は総額法（グロスベー

ス）で出資者に帰属するため，本件LPS自体が損益の帰
属主体とは認められないとした。その結果，本件LPSの
損益は構成員課税を通じて出資者に帰属することを判示
した。

（3）	平成27年7月17日最高裁第2小法廷判決
最高裁判決は，上記の名古屋高裁判決を破棄し，本件

LPSは我が国の租税法上の法人に該当すると結論付けた。
その根拠としては，外国法に基づき設立された組織体が

所得税法2条1項7号及び法人税法2条4号に定める外国法
人に該当するか否かは，①当該組織体（事業体）が設立根
拠法令の規定や法制の仕組みから，我が国の法人に相当す
る法的地位を付与されていること，または付与されていな
いことが疑義のない程度に明白であるかどうかを検討して
判断すること，これができない場合は，②当該組織体が権
利義務の帰属主体であると認められる否かについて，その
設立根拠法令の規定，趣旨等から，当該組織体が自ら法律
行為の当事者となることができ，かつ，その法律効果が当
該組織体に帰属すると認められるか否かという点を検討し
て判断すべきである。形式基準においては外国法令で

「entity」，「corporation」，「body corporate」などの用語が
入っているのみならず，実質基準においては事業体が自ら
法律行為を行い，その法律行為の効果が事業体に帰属する
ことが法人該当性の要件となる。

（4）	小括
上記の2要件を本件LPSの法人格を我が国租税法上で付

与するかどうかの判断材料としている。名古屋高裁と最高
裁で判決が分かれたが，外国事業体の設立根拠法令の規
定，趣旨等を検討するのは共通している。しかし，外国事
業体の外国での会計・税務処理をそのまま我が国でも適用
するのでは，我が国の法令上の法人と同一の法的地位を与
えられているか，さらに，我が国の法律で定められた法人
と同様の法律行為の当事者に成り得るかがその判断の大き
な要件になる。

7．	おわりに

前述のように，LPSに関する2つの判例（平成26年2月
5日東京高裁，平成27年7月17日最高裁）の判旨を解釈す
ると，外国事業体の法人該当性の可否については，平成26
年2月5日東京高裁判決において，判断基準とした①形式
基準と②実質基準の2要件が司法の見解の根底にあり，そ
の延長線上に最高裁の判決に到ったと考えられる。

現在，我が国の納税者が出資する外国事業体には多様な
形態があり，従来，法人に該当するかどうかの明確な規定
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がなく，実務では予測可能性に欠けていた状況であった。
例えば，A国のLPSは法人であり，B国のLPSは組合形態
とであるとの判断は実質に困難な状況であり，外国の法令
により構成員課税が認められていたため，我が国において
も実務上出資者が所得区分に応じて税務申告を行っていた
と推測される。国税庁の見解及び判決において，外国にお
いて事業体が構成員課税の取扱いを受けているかどうか
は，当該外国事業体の法人該当性を決定するものではない
との趣旨であった。それは，租税法律主義＝法的安定性に
基づくものである。「法人」の規定が租税法にない借用概
念である限り，妥当な見解であり，外国事業体の法人該当
性を判断する際の重要な手掛かりになることは間違いない
ところである。今回の最高裁判決が今後の税制に与える影
響は，本件LPSのみならず諸外国で設立されたLPS，LLC

など外国事業体の法人該当性を判断するうえで大きなメル
クマールになったと考えられる。

ただし，国際課税の見地から見ると，米国LPSが米国
で構成員課税の取扱いを受ける場合，事業体の内部留保利
益は，米国でも組合員の納税地である我が国でも課税され
ない問題が新たに発生するのである。この問題点はBEPS
行動計画2に掲げるハイブリッド・ミスマッチに結びつく
ものであり，新たな波紋を呼ぶことになる。租税法は租税
法律主義に基づき，解釈すべきであるが，国際課税の分野
において取引の相手国での税務処理を斟酌しなければ，新
たな国際的二重課税問題や国際課税の空白部分が作られる
と考える。国内税制と外国税制との整合性については，今
後の検討課題とする。
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